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愛知県下の事業所67％で法令違反 

 

◆ 愛知県労働局の調査結果 

昨年、愛知県労働局管内の14労基署で

実施した調査で、労働基準法や労働安全

衛生法などに違反していた事業所が7割

近くに上ったことが、分かりました。 

 

◆違反の内容 

＜労働条件関係＞ 

1. 労働時間に関する事項  26.7％ 
2. 就業規則        15.2％ 
3. 割増賃金        12.7％ 
4. 労働条件の明示      7.2％ 
＜安全衛生関係＞ 

1. 安全基準に関する事項  16.6％ 
2. 安全衛生管理体制    10.8％ 
3. 健康診断        10.2％ 
 

◆業種別の違反率 

1. 接客娯楽業       79.9％ 
2. 保健衛生業       74.0％ 
3. 商業          73.5％ 
4. 運輸交通業       73.4％ 
5. 製造業         72.0％ 
 

◆監督指導強化の方針 

愛知県労働局監督課によると、「過重

労働やサービス残業などの原因のトラブ

ルが高水準で推移しており、労働者を取

り巻く環境は依然として厳しい」と分析

しており、同労働局では監督指導を強化

する方針を打ち出しました。 

 

◆ 事業所としての対応 

違反事由としては、サービス残業など

を原因とする長時間労働や割増賃金など

に関するものが多いようです。 

 事業所としては、時間外労働・休日労

働の協定の届け出をしているか、残業時

間の管理ができているか、割増賃金の計

算方法が正しいかなど、まずは基本的な

事項について法令違反がないかの自己点

検をしましょう。 

問題が発見された場合は、放置してお

かず、問題解決のための必要な措置をと

るように心がけてください。 

 

 

今国会に提出されている 

主な労働関係改正法案 

 

◆通常国会の会期は６月 15 日まで 

ここでは、現在開会中の通常国会に提

出されている、企業に影響を与えると思

われる労働関係の改正法案についてみて

いきます。 

 

◆中小企業にも 

障害者雇用納付金を義務化 

障害者の雇用の促進等に関する法律

（障害者雇用促進法）の一部を改正する

法律案が提出されています。 

主な内容は、現在は障害者の雇用者数
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が法定雇用率（1.8％）に満たない従業

員「301 人以上」企業に課されている納

付金の支払義務を、順次「201 人以上」、

「101 人以上」の企業へも拡大するとい

う内容です。また、障害者雇用義務の対

象となる労働者に、週の労働時間が 20

時間以上 30 時間未満の「短時間労働者」

も追加されることとされています。 

この法案が可決されれば、2009 年４

月１日の施行予定です。ただし、納付金

支払義務が課される企業の拡大について

は、「201 人以上」へは 2010 年７月、

「101 人以上」へは 2015 年７月とさ

れています。 

 

◆「行動計画」提出義務付け企業を 

拡大へ 

「ワークライフバランス」の実現に向

けて、次世代育成支援対策推進法（次世

代法）の改正案も今国会に提出されてい

ます。 

従業員の子育てを支援する「仕事と育

児の両立支援に関する行動計画」（一般

事業主行動計画）の策定・届出を義務付

ける対象企業を、現行の従業員「301 人

以上」の企業から「101 人以上」の企業

に拡大するのが主な内容です。この改正

により、約 4 万 2,000 社が新たに策定・

届出義務を負うことになると推計されて

います。また、「行動計画」の公表・従業

員への周知も義務付けられるようになり

ます（策定・届出義務のある事業主のみ）。 

こ の 改 正法 案 自体 の 施行 予 定日 は

2009 年４月１日となっていますが、

「行動計画」の策定・届出義務付け企業

の拡大は、2011年４月１日の予定です。 

 

◆労働基準法の改正案 

月の時間外労働が一定の時間を超えた

場合に、高い割増賃金率を適用すること

などを内容とする労働基準法の一部改正

案も国会で審議中です。主な内容は以下

の通りです。 

 

・  月の時間外労働時間が 45 時間を

超え 80 時間までの場合の割増賃金

率については、２割５分以上の率で労

使協定において定める率とする（努力

義務）。 

・  月の時間外労働時間が 80 時間を

超えた場合の割増賃金については、５

割増とする。 

 

６月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞  

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出

＜前月以降に一括有期事業を開始している場

合＞［労働基準監督署］ 

30 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提

出［社会保険事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出 

［公共職業安定所］  
 
労働法に関する違反への監督強化、労働

関係改正法案など労働に関する監視やル

ールは、毎年のように改正があり、また

年々厳しくなってきています。 

よりよい人材の確保、事業の発展のため

にも、御社の労働環境を見直してみません

か？ 

お気軽にご相談ください。 

 

所長 三浦太介     

（社会保険労務士・行政書士） 


